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親子承継における

後継者の悩みあるある！



親子承継における
後継者の悩みあるある！

　「親子で事業承継をするメリット・デメリットは何だと思
いますか？」という質問がありました。メリットとしては、
父親も言っていましたし、私自身もそう感じていますが、
親子であれば完全に我が子なので、責任感を強く持てるとい
うことです。その事業に対して「知らんわ」と思えないこと
です。それに加えて、親子承継であれば比較的若い時期から
経営者目線で物事を考え、経験できる。これはメリットだと
思います。
　ただ一方で、デメリットもあって、衝突しやすいというの
はあると思います。それからもう一つ、後継者の「自分探し」
になりがちなんです。先代というのは、事業承継するまで経
営を続けてきたわけですから、ある程度うまくいっている。
いろんな経験をして、いろんなことができるようになってい
るわけです。特に真面目な後継者ほど、「親父だったら即決

2025年1月末に先代・洋一さんとの事業承継対談セミナーでは、事業承継に至るまでの経緯と、戻ってからの関わり方

について簡単にご説明し、親子関係・後継者の選定と育成・承継の進め方・承継後の関わり方という5つのステップに

ついて、皆さんからの質問も交えながら、それぞれの場面で感じたことをお話しました。印象に残った気づきや

エピソードを、数回に分けてコラムでご紹介しています。今回は先月号の続きとして、「親子承継における後継者の

悩みあるある！」をお届けします。

Introduction

T H I S  M O N T H ' S  C O L U M N

親子承継における後継者の悩みあるある！

���� 親子承継の注意点は？

できたのに」とか、「自分には正直わからない」とかどうしても
比べてしまいがちです。
　それはやっぱり、比べる相手が親だからなんですよね。そ
れが自分の上司だったらそうはならないと思います。でも父
親だと負けたくないと思ってしまう。常に家庭でも一緒にい
たからこそ、変にライバル視してしまう。これが、親子承継
ならではのデメリットであり、気をつけなきゃいけないこと
です。
　だから私は、後継者自身が「経営者と思いすぎない方が良
い」という意識を持つことが大切だと思います。コンプレッ
クスだったり、自分探しだったり、それが変な行動に出やす
いので、そこは後継者として自覚しておいた方がいいと思いま
す。

　ちょっと面白い話を、父親が言っていました。参加してい
た方も「これはまさにそうだと思いました」と共感していま
したが、先代には自覚すべきことがある、という話です。一
応、事業を継がせた後、先代は現場からは退いているのです
が、これもよくある話で、代替わりしたのに色々と口出しし
てくる、というのは“あるある”です。
　その中で、父親が気づいたのは、「先代の行動というの
は、超マクロと超ミクロしか言わない」ということでした。
「うちの会社はこうあるべきだ」みたいな超マクロな話か、
「ここの椅子がどうのこうの」とか「従業員のAさんがこんな
こと言っていたぞ」みたいなことが超ミクロ。
 でも、実際に経営を回している後継者の立場からすると、
「じゃあ結局会社としてどうしたらいいの？」となるわけ
です。たとえば「従業員がこんな不満を持っている人がい
る」と聞いたとして、それはそれで一つの事実として重要では
ある。でも、じゃあその声を受けて、毎回会社の体制やルー
ルを全部変えるべきなのか？というとそれはそうじゃない
はずなんです。
　結局、じゃあ「会社としてどうするのが良いのか」、とい
う“中間”のことが重要になってきます。マクロとミクロの
中間、ここが非常に重要なんです。現場で実際に経営をやっ
ている後継者としては、じゃあ結局会社としてどうするの
か？と考える中間の部分こそが大事なのですが、先代は、経
営を譲った後は、社内の大きな流れ・ステップみたいなもの
が見えにくくなっている訳です。
　会社に来なくても、頭の中には超マクロなことは持ってい
ます。でも、たまに会社に顔を出したときに目につくのは、
「ここにゴミが落ちている」とか、「あの社員が暗い顔を

している」とか、そんなミクロな部分になりがちです。それ
に気づくこと自体は悪くないんですが、それをいきなり後継
者に「これどうするんだ？」「あれはどうなってるんだ？」
とぶつけてしまうと、後継者としては「いや、それはそうだ
けど会社としては１つ１つ順を追って改善していっている所
なんだけど……」となってしまうわけです。
　後継者にとって必要なのは、「じゃあ結局どうすればいい
のか」という中間の視点です。ただし、先代は超マクロと超
ミクロに目が行きがちであるということ。
それを自覚したほうがいい、と父親自身が気づいたようでし
た。私はそれを聞いて、素晴らしいことに気づかれたなと思
いました。
　もしこの自覚があれば、たとえば「これは超ミクロなこと
だけど」と前置きして話すだけでも違います。「一応言ってお
くけど、こういうことがあったよ」といった言い方をするだ
けでも、後継者との衝突はかなり回避できると思うんですよ
ね。
　次回のコラムでは、「事業承継スタートのきっかけは？ど
ちらから切り出すべきか？」についてお話したいと思います！

◀Youtube動画は
こちらをご覧ください。

������ 先代は超マクロと超ミクロになりがち！？大事なのはその中間



2025年 開催セミナー

axisロゴAXIS
COMMUNITY

出会いと学びが加速する！アクシスコミュニティ

開催時刻

参加形式

参加費

駐車場

申込締切

14:00～15:30 ※セミナー開始の15分前から受付を開始します。

・リアル会場／税理士法人アクシス本社（徳島県徳島市北島田町1丁目3-3）
・オンライン（ZOOM※前日に視聴URLをお送りします。）

無料

40台（満車の場合は、第2・第3駐車場へのご案内となります。）

セミナー前日正午まで（それ以降はお電話での受付となります。）

お問い合わせ

アクシスグループ

［本  社］ 徳島県徳島市北島田町 1-3-3 
営業時間：平日 9 時～ 18 時（土・日・祝日を除く）
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各セミナー共有事項

※創業アカデミーについては、リアル会場のみでの開催となります。

本セミナーは1年間の開催を予定しておりますが、やむを得ない事情により、一部変更となる可能性が
ございますので、ご了承ください。万が一変更になった場合はLINEやHPにてお知らせします。

【2025年開催】セミナー年間スケジュールのご案内
2024年に引き続き、アクシスグループでは2025年も経営に役立つ様々な分野でのセミナー開催を予
定しております！どなたでもどの回でもご参加いただけます！各セミナーの詳細については、以下の通り
です。ご参加お待ちしております。
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申込締切
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各セミナー共有事項

※創業アカデミーについては、リアル会場のみでの開催となります。

本セミナーは1年間の開催を予定しておりますが、やむを得ない事情により、一部変更となる可能性が
ございますので、ご了承ください。万が一変更になった場合はLINEやHPにてお知らせします。

【2025年開催】セミナー年間スケジュールのご案内
ア ク シ ス グ ル ー プ で は 経 営 に 役 立 つ 様 々 な 分 野 で セ ミ ナ ー の 開 催 を 予 定 してお りま す！
どな たで もどの 回 で もご参 加 い た だ けます！各 セミナー の 詳 細 に つ いては 、以 下 の 通りです。
ご参加お待ちしております。

入門編

応用編

※リアル会場のみでの開催となります。［全4回］創業・経営アカデミー

第1回：6/12（木）

第2回：7/23（水）

第3回：8/21（木）

第4回：10/15（水）

事業計画と資金調達の基礎

創業期の経理と実務の基本

法人と個人、税務の違いを徹底比較

創業期の人事労務と従業員管理の基礎

＼お申込みフォームはこちら／

［全4回］事業承継・M&Aセミナー

第1回：1/31（金）

第2回：7/16（水）

第3回：8/27（水）

第4回：11/19（水）

事業承継”親子のホンネ”対談
中小企業が”M&A”を考える際に知っておくべき基礎知識

M&A仲介会社について知ろう！色々あるけど何が違う!?

事業承継税務

＼お申込みフォームはこちら／

（売りたい/買いたい 双方の視点から解説！）

実施済

補助金・助成金セミナー

4/16（水）

2025年補助金・助成金セミナー

［全6回］会計を使いこなすセミナー

第1回：12/5（木）

第2回：1/24（金）

特別回：2/14（金）

第3回：3/26（水）

会計のプロ が見る決算書7 つのポイント

最も重要なのに決算書には出てこない!? キャッシュフローとは

元銀行員が解説！銀行視点の決算書評価＆融資成功の秘訣

簡易シミュレーションができるようになろう！

第4回：4/23（水）

第5回：5/21（水）

第6回：6/18（水）

経営指標って何？自己資本比率や労働分配率って気にするべき？

分けるは分かる！部門別会計のススメ

社内研修大公開！会社の論点リスト

［全5回］会社を成長させる労務セミナー

第1回：4/8（火）

第2回：5/14（水）

第3回：8/6（水）

第4回：9/11（木）

第5回：11/13（木）

労務管理の基本と労働基準法の重要ポイント

10人未満でも役立つ就業規則の作り方

よくある労務トラブルと効果的な対策法

給与の悩み解決！相場、手当、残業代の計算、
社会保険のポイント

労働時間管理の基本と実務への活用法

＼お申込みフォーム／
左図のQRコードよりお申込みください▶

税制改正大網セミナー

1/29（水）

令和7年度税制改正大網セミナー

実施済

実施済

実施済

実施済
＼お申込みフォームはこちら／

からもお申込みできます

アクシス公式LINEでは最新セミナーの
他、経営に役立つ情報を随時配信して
おります。ぜひご登録ください。

◀左図のQRコードよりご登録ください。

［全3回］会社を成長させる経理セミナー

第1回：6/4（水）

第2回：7/8（火）

第3回：10/9（木）

＼お申込みフォーム／
左図のQRコードよりお申込みください▶

≪基礎編≫経理業務の基本と正しい処理のコツ

≪業務改善編≫事務業務の効率化とミス防止テクニック

≪実践編≫すぐに使える経理スキル

実施済

実施済

実施済

実施済

実施済

基礎編

応用編





出生後休業支援給付金



詳細・お問い合わせ

不明点については左図の厚生労働省HPより、事業所の所在地を管轄するハローワークまでお問い

合わせください。

申請手続きの注意事項

・育児時短就業給付金の申請は、事業主が行います。賃金の届出、受給資格確認、初回申請を同時に行う

ことも可能です。

・育児休業から引き続き育児時短就業を開始した場合、賃金の届出は不要です。

・支給申請は原則として2か月ごとに行います。希望により、被保険者が自身での申請、1ヶ月ごとに申請

することもできます。

★転職先でも育児時短就業給付金を受給できる場合があります。

条件を満たすと、転職先でも引き続き育児時短就業給付金を受けられます。

なお、2025年4月以降、新たに雇用保険の被保険者となった方で支給を受けられる可能性がある場合、ハ

ローワークから交付される「雇用保険被保険者資格取得等確認通知書」に「育児休業等給付受給可」と記

載されるため、確認が必要です。

経過措置（2025年4月以前から時短就業している方）

2025年4月1日以前に時短就業をしている場合、2025年4月1日から育児時短就業を開始したとみなし、要件を

満たせば2025年4月1日以降の各月が支給対象となります。

税理士法人アクシス

社会保険労務士法人アクシス

行政書士法人アクシス

川人広平公認会計士事務所

株式会社徳島経理代行センター

株式会社高松経理代行センター

株式会社マネジメント・スタッフ

有限会社エムエスサービス

〒770-0051

徳島県徳島市北島田町

1丁目3-3

TEL:088-631-8119

FAX:088-632-6543

〒776-0005

吉野川市鴨島町喜来字宮北

485番地1

TEL:0883-26-0182

FAX:0883-26-0187

〒760-0079

香川県高松市松縄町

1108-3

TEL:087-814-5875

FAX:087-814-5876

[  吉野川支店 ］ [ 高松支店 ］

アクシスグループ

〒140-0002

東京都品川区東品川

5丁目9番6 1109号

[ 東京支店 ］[ 本社 ］

※育児休業中は申出により健康保険料・厚生年金保険料が免除され、勤務先から給与が支給されない場合は、雇用保

険料の負担はありません。また、育児休業等給付は非課税です。このため、休業開始時賃金日額の 80％の給付率で手取

り 10 割相当の給付となります。ただし、休業開始時賃金日額には上限額（2025 年 4 月 1 日時点：15,690 円（毎年 8

月 1 日に改定））があることにご留意ください。

支給額のイメージ ※パパ・ママ育休プラス制度を活用した場合のイメージを記載しています。

出産 1歳 1歳2月

父

母

180 日

28 日

152 日（180 日ー 28 日）

給付率 67％

（育児休業給付金）

給付率

67％
（出生時育児

休業給付金）

給付率 67％

（育児休業給付金）
給付率 50％

（育児休業給付金）

給付率 50％

（育児休業給付金）

育児休業開始

育児休業開始

13％

13％

給付率 2/3
（健康保険等による

出産手当金）

出生時育児休業給付金または

育児休業給付金と合わせて

給付率 80％

（手取り 10 割相当 ※）

28 日
出生後休業
支援給付金

出生後休業
支援給付金

支給申請手続

出生後休業支援給付金は、現行の育児休業給付金に上乗せして支給される給付金のため、支給申請は、原則として、出

生時育児休業給付金または育児休業給付金の支給申請と併せて、同一の支給申請書を用いて行っていただくことと

なります。出生時育児休業給付金または育児休業給付金の申請後に、出生後休業支援給付金の支給申請を別途行うこ

とも可能ですが、その場合は、出生時育児休業給付金または育児休業給付金が支給された後に申請してください。

詳細は、以下の厚生労働省 H P（育児休業等給付について～出生後休業支援給付金～）よりご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000135090_00001.html

◀こちらのQRコードからご覧いただけます。

アクシスでは、様々なお客様のご要望に

お応えしています。

気になる情報等ございましたら、

何なりとお気軽にお問合せください。

8 週間


